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（別記）関係団体の長 殿 

 

厚 生 労 働 省 職 業 安 定 局 需 給 調 整 事 業 課 長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長 

厚 生 労 働 省 社 会 ･ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 長 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 長 

（ 公 印 省 略 ）  

            

 

医師及び看護師等の医療従事者、介護従事者及び保育士等の紹介実績がある 

職業紹介事業者に対する集中的指導監督の実施等について 

 

日頃から職業紹介事業の適正な運営の確保については格段の御理解・御協力を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

医師及び看護師等の医療従事者、介護従事者及び保育士等を採用する際に職業

紹介事業者を利用し、紹介手数料などの職業紹介の条件等についてトラブルとなる

ケースがあるものと承知しております。 

このため、厚生労働省では優良な職業紹介事業者の育成の取組や、都道府県労

働局に『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』（以下「特別相談窓口」とい

う。）を設置し、職業紹介事業者の職業紹介サービスに関し法令違反の疑いがある場

合等に対する相談体制の構築などの取組を進めてきました。 

 しかしながら、これらの問題が引き続き指摘されていることも踏まえ、有料職業紹介

事業の適正な運営を確保するための取組として、都道府県労働局において本年８月

から医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士等の紹介実績がある職

業紹介事業者への集中的な指導監督を実施します。 



 

この一環として、医療従事者、介護従事者及び保育士等の採用に当たって職業紹

介事業者を利用される求人者の皆さまへ都道府県労働局から調査の御協力をお願

いすることを予定しておりますので、貴団体の会員事業者（公益財団法人児童育成

協会及び公益社団法人全国保育サービス協会においてはそれぞれ事業実施者、加

盟会社）への御協力のお願い及び都道府県労働局における特別相談窓口の御活用

に係る周知について、特段の御配慮をいただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

（担当） 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課 

労働者派遣事業係 

(代表)03-5253-1111（内線 5827、5335） 



 

（別記） 

公益社団法人全日本病院協会 

公益社団法人日本医師会 

一般社団法人日本医療法人協会 

公益社団法人日本歯科医師会 

公益社団法人日本精神科病院協会 

一般社団法人日本病院会 

一般社団法人全国介護事業者連盟 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉法人経営者協議会 

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 

一般社団法人全国介護付きホーム協会 

一般社団法人高齢者住宅協会 

公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

公益社団法人全国老人保健施設協会 

一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国保育協議会 

公益社団法人全国私立保育連盟 

社会福祉法人日本保育協会 

特定非営利活動法人全国認定こども園協会 

一般社団法人全国認定こども園連絡協議会 

認定こども園連盟 

全日本私立幼稚園連合会 

特定非営利活動法人全国小規模保育協議会 

公益財団法人児童育成協会 

公益社団法人全国保育サービス協会 


